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植物成長抑制剤散布によりオオキンケイギクの 

生育抑制または駆除を目指します！ 

～特定外来生物から在来種を守ろう～ 

(中国地方整備局管内初) 

 

 

 

 

 

 

 

■散布実施日 

令和８年５月８日（金） １０：００～１２：００ 

※悪天候により延期する場合は、当日９時までに岡山河川事務所のホーム 

ページ（https://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/）でお知らせいたします。 

 

■実施場所 

旭川左岸１７ｋ０００付近(岡山県岡山市北区玉柏) 

新大原橋上流(別紙-1参照) 

  

 

 

 

 発表日 令和８年５月１日 

 発表者 国土交通省 中国地方整備局 

岡山河川事務所 

配

布先：岡山県政

記者クラブ、岡

山市政記者ク

ラブ 

 

配布先：岡山県政記者クラブ、岡山市政記者クラブ 

 

問い合わせ先：国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  

  

総括保全対策官 清綱 保志 

 

管理課長     山本 智一 

TEL  086-223-5101（代表） 

086-223-5194（管理課直通）    

岡山河川事務所では、X(エックス)による情報発信を行っています。    

 

きよつな やすし 

やまもと としかず 

特定外来生物のオオキンケイギクは、春から夏にかけて鮮やかな黄色い花

を咲かせる一方で、繁殖力が非常に強く、在来植物の生育を妨げ生態系に

影響を及ぼすおそれがあるため特定外来生物に指定されています。 

このため、岡山河川事務所ではオオキンケイギクへの対策として、植物成長

抑制剤散布を試行的に実施し、オオキンケイギクの生育抑制または駆除を

目指します。 

たまがし 

https://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/


植物成長抑制剤散布実施場所 別紙-1

令和8年５月８日(金)１０：００から下記場所で植物成長抑制剤散布を実施します。

散布場所
旭川左岸17k000付近

オオキンケイギクの対策として、以下ガイドラインに基づき、
植物成長抑制剤散布を試行的に実施し、生育抑制または駆除を
目指します。

➢ 外来種被害防止行動計画 第２版令和７年３月２８日
環境省・農林水産省・国土交通省

➢ 堤防の維持管理のための農薬使用の試行ガイドライン
令和６年８月 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課

旭川

対照区

試験区②

試験区①-2

試験区①-1

大原用水樋門

新大原橋
(県道27号)

旭川

17k000

(悪天候時は１２(月)or１３(火)へ順延)



【参考】特定外来生物（オオキンケイギク）駆除の取組

➢ 旭川では、特定外来生物であるオオキンケイギクの生育・繁茂により、在来植物種の競
合・駆逐などが懸念されています。

➢ 河川における外来特定生物の駆除対策は、在来植生の回復（ネイチャーポジティブ）に
向けた重要な取り組みの一つです。

オオキンケイギク概要 ⚫ 明治中期に、観賞用・緑化用とし
て持ち込まれ定着。

⚫ ５～７月頃に黄色い花。草丈は５
０～７０ｃｍ。

⚫ 繁殖力が強く強健なため、在来
植物の競合・駆逐が懸念

⚫ 河川敷や河川堤防を中心に大群
落を形成

植物成長抑制剤散布の試行
現状 試行後(イメージ)

⚫ 農薬取締法による薬剤の使用基
準を遵守の上、周囲への飛散防
止に配慮し、植物成長抑制剤等
を年２回程度散布します。

⚫ 植物成長抑制剤は、植物の成長
を抑制するなど成長抑制作用の
ある薬剤です。

試行位置
旭川 玉柏地区

ｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸの抑制
芝・ﾁｶﾞﾔ等の回復
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